
 

はじめに 

 

 

本町におきましては、川俣町の将来を担う若い世代が健やかに

育ち、安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりを

めざし、平成１７年に「川俣町次世代育成地域行動計画（前期計

画）」を、平成２２年には計画を見直すとともに、後期計画を策定し、行政はもとよ

り地域全体で子育てしやすい環境づくりに努めてまいりました。 

しかしながら、この間、少子高齢化等による人口減少や、核家族化のさらなる進展、

雇用形態の多様化、地域コミュニティの希薄化等に加え、平成２３年３月に発生した

東日本大震災に伴う東京電力第１原子力発電所の事故による放射線の影響などによ

り、子育てに対する悩みや不安を抱えたり、気軽に相談できる相手がいないという孤

立化などが新たな課題となっております。 

このような中、国においては、平成２４年８月に子ども子育て関連３法を制定し、

市町村における子ども・子育て支援事業計画の策定を義務づけました。この計画では、

幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育てを各市町村が総合的に推進するものとさ

れております。 

本町におきましては、これに基づき、「子どもの笑顔があふれる町 かわまた」を

基本理念とし、子ども子育て支援体制の充実に努めるとともに、これまで次世代育成

支援計画において進めてきた、町の将来を担う若い世代が健やかに育ち、安心して子

どもを産み育てることができる環境の構築のさらなる進展をめざし本計画を策定い

たしました。 

最後になりましたが、この計画の策定にあったって、貴重なご意見、ご提言をいた

だきました「川俣町子育て支援検討委員会」の皆様をはじめ、ニーズ調査にあたりア

ンケートにお答えいただいた皆様やパブリックコメント等を通じて、貴重なご意見を

いただきました多くの皆様に対し心から感謝申し上げます。 

 

平成２７年３月  

川 俣 町 長  古 川 道 郎 
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第１章 計画策定にあたって 

第１節 策定の背景 

平成元年の 1.57 ショックからはじまったこれまでの少子化対策では、「保育環境の整備」

や「子育て家庭を社会全体で支援」をするという、“子どもを産みやすい・育てやすい環境づ

くり”という、子どもを産み育てる側の視点に立った教育・保育サービスが提供されてきま

した。 

しかしながら、少子化は急速に進行し、さらなる核家族化の進行や地域のつながりの希薄

化により祖父母や近隣の住民等から、子育てに対する支援や協力を得ることが依然として困

難な状況となっています。 

このような状況に対し、国は平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」を成立させま

した。 

平成 27 年度から本格的にスタートする子ども・子育て支援新制度は、この「子ども・子

育て関連３法」に基づき、「質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供」を主眼とし、幼児期の質の高い学校教育や保育、地域の子ども・子育て支援を、

基礎自治体（市町村）が実施主体となって総合的・計画的に推進することとしています。 

これに伴い、「質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供」

に向けて各市町村で「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなりました。 

川俣町では、「川俣町次世代育成支援地域行動計画」（前期計画：平成 17～21 年度、後期

計画：平成 22～26 年度）を策定し、次世代育成支援の総合的な推進を図ってきました。 

この間において、本町では、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災並びに東京電

力福島第一原子力発電所の放射能汚染の問題により、町の一部である山木屋地区が計画的避

難地域となり、町全体が精神的苦痛を受ける結果となっています。特に子どもを育てる親に

とって大きな不安を抱える結果となり、子どもを産み育てることに対する不安が広がり、平

成 23 年度以降の出生率の低下が顕著に表れています。 

今後は、被災した本町の復旧・復興等の課題を明確にし、質の高い幼児期の学校教育・保

育の提供に向け、地域ごとの特性やニーズを十分に把握した子育て支援施策の検討が改めて

重要となってきています。 

これらの状況を踏まえ、本計画は、町民・地域・企業・町が協働で、町全体で子育てを支

え、「子どもの視点に立った、子どもが健やかに成長することができる社会の実現」をめざす

との考えを基本に、子どもの“育ち”を支える環境を整備し、地域社会の中で子どもが健や

かに成長していける環境を創り出すことを目的とするものです。 

                                                   
 厚生省（当時）がまとめた 1989年の人口動態統計で、合計特殊出生率(１人の女性が生涯に産む子どもの数)が過去最低の 1.57

となったこと 
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第２節 計画の位置づけ 

１ 子ども子育て支援法に基づく計画 

本計画は、子ども子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

として策定するものです。 

 

 
 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく計画 

次世代育成支援行動計画の法的根拠となる「次世代育成支援対策推進法」は平成 27 年３

月までの時限立法でしたが、一般事業主行動計画のさらなる推進という観点から、平成 37

年３月まで 10 年間延長することとなりました。これに伴い、同法第８条で定める「市町村

行動計画」の法的根拠が存続することとなりますが、策定は任意となります。 

そのため、本町では、可能な限り次世代育成支援行動計画の内容を本計画に引継ぎ、「次世

代育成支援対策推進法」に基づく市町村行動計画の性格を併せ持つこととします。 

 

３ 子ども･子育て支援に係る総合的な計画 

本計画は、上位計画である「第５次川俣町振興計画」「川俣町復興計画」をはじめ、地域福

祉計画等の各種福祉計画とも調和がとれた計画として策定しました。 

◇計画の位置づけ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

子ども子育て支援法（抄） 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

（
川
俣
町
復
興
計
画
） 

第
５
次
川
俣
町
振
興
計
画 

○子ども・子育て支援法 

○次世代育成支援対策推進法 

法令関係 
川俣町子ども・子育て支援事業計画 

・次世代育成支援行動計画 を含む 

 
連携 

川俣町障がい者基本計画・障がい福祉計画 

川俣町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

その他関連計画 

連携 

川
俣
町
地
域
福
祉
計
画 

健康かわまた２１計画 
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第３節 計画の期間 

本計画は、平成 27 年度から平成 31年度までの５か年を期間とします。 

ただし、本町のおかれている現状を踏まえ、国や福島県の行政施策の動向等、社会経済情

勢の変化を見極めながら、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

◇計画の期間 

平成 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31年度 
          

川俣町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）      

          川俣町子ども・子育て支援事業計画 
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第２章 川俣町の子ども・子育てを取り巻く現状 

第１節 統計にみる現状 

１ 人口の推移 

（１）総人口・年齢３区分別人口の推移 

川俣町の総人口をみると、減少傾向にあり、平成25年度では15,181人となっています。 

年齢３区分別人口の割合をみると、取り分け注目すべきことは、原子力発電所事故の発生

以降の年少人口（15 歳未満）は著しく減少しており、平成 25 年度では 10.3％となってい

ます。 

また、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が減少し、高齢人口（65 歳以上）が増加して

いることから、高齢化が進行していることがうかがえます。 

◇総人口・年齢３区分別人口の推移 

1,870 1,806 1,751 1,638 1,571

9,441 9,257 9,193 8,933 8,668

5,006 5,002 4,891 4,854 4,942

16,317 16,065 15,835 15,425 15,181
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※各年４月１日現在 資料：住民基本台帳 

◇年齢３区分別人口割合の推移 
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※各年４月１日現在 資料：住民基本台帳 
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（２）０～５歳の年齢別人口の推移 

０～５歳の年齢別人口の推移をみると、震災以降大きく減少傾向にあり、平成 25 年度で

は 482 人となっています。 

◇０～５歳の年齢別人口の推移 
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89 90 89
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90 88 95
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90
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※各年４月１日現在 資料：住民基本台帳 

 

 

（３）６～11歳の年齢別人口の推移 

６～11 歳の年齢別人口の推移をみると、減少傾向にあり、平成 25年度では 666 人とな

っています。 

◇６～11 歳の年齢別人口の推移 

 

※各年４月１日現在 資料：住民基本台帳 
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２ 人口の推計  

（１）総人口・３区分人口の推計 

平成 31 年度までの総人口の推計をみると、今後も人口が減少し、平成 31 年度では

13,709 人となることが予測されます。 

また、年少人口の割合は減少し、高齢化率が増加することから、少子高齢化が一層進行し

ていくことが考えられます。 

◇総人口・年齢３区分別人口の推計 

1,418 1,337 1,270 1,203 1,143

8,158 7,941 7,700 7,530 7,351

5,135 5,189 5,247 5,228 5,215

14,711 14,467 14,217 13,961 13,709
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年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢人口（65歳以上）  

※平成 21年～25年（各年４月１日現在）の住民基本台帳登録人口をもとにコーホート要因法により推計 

 

◇年齢３区分別人口割合の推計 
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※平成 21年～25年（各年４月１日現在）の住民基本台帳登録人口をもとにコーホート要因法により推計 
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（２）０～５歳の年齢別人口の推計 

平成31年度までの０～５歳の人口の推計をみると、今後も減少し、平成31年度では339

人となることが予測されます。 

◇０～５歳の年齢別人口の推計 
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※平成 21年～25年（各年４月１日現在）の住民基本台帳登録人口をもとにコーホート要因法により推計 

 

（３）６～11歳の年齢別人口の推計 

平成 31 年度までの６～11 歳の人口の推計をみると、今後も減少し、平成 31 年度では

472 人となることが予測されます。 

◇６－11 歳の年齢別人口の推計 
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※平成 21年～25年（各年４月１日現在）の住民基本台帳登録人口をもとにコーホート要因法により推計 
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３ 主な子育て支援サービス事業の状況 

（１）すみよし保育園入所児童数の推移 

単位：人 

 
平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

０歳 31 25 22 14 16 

１・２歳 61 42 46 54 44 

３歳 23 28 25 27 37 

４・５歳 19 36 38 42 49 

合計 134 131 131 137 146 

定員 130 130 130 130 130 

入所率 103.1% 100.8% 100.8% 105.4% 112.3% 

※各年３月１日現在 資料：福祉行政報告 

 

（２）町立幼稚園入園児童数の推移 

単位：人 

 
平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

４歳 ５歳 合計 ４歳 ５歳 合計 ４歳 ５歳 合計 ４歳 ５歳 合計 ４歳 ５歳 合計 

福田 6 8 14 5 8 13 1 4 5 7 2 9 6 8 14 

川俣 23 23 46 20 25 45 12 21 33 14 12 26 14 13 27 

富田 27 23 50 22 29 51 32 24 56 19 32 51 15 20 35 

川俣南 21 28 49 10 23 33 15 10 25 16 16 32 8 17 25 

山木屋 6 6 12 5 5 10 0 5 5 休園 休園 

合計 83 88 171 62 90 152 60 64 124 56 62 118 43 58 101 

※各年５月１日現在 資料：学校基本調査 

 

（３）子育て支援サービスに関わる実績値 

事業名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

延長保育の推進（18時～20時） 9人 8人 36人 32人 

一時預かりの推進 未実施    

放課後児童対策の充実 60人 52人 65人 58人 

ファミリー・サポート・センター事業（会員数） 97人 104人 127人 139人 

地域子育て支援の核的施設（年間延べ人数） 1,472人 1,459人 1,524人 1,315人 

子育て総合案内窓口の設置 未実施    
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第２節 アンケート調査結果の概要 

１ 調査の目的 

本計画を策定するにあたっての基礎資料を得るため、子育てをしている町民の子ども・子

育てに関する生活実態、教育・保育事業の利用状況や利用意向、その他子育て施策全般に係

るご意見、ご要望を把握することを目的として実施しました。 

 

 

２ 実施概要 

（１）調査対象者 町内在住の就学前の児童のいる世帯 

（２）調査対象者数 348件 

（３）調査方法 幼稚園・保育園を通じた配布または郵送配布、郵送回収 

（４）調査実施期間 平成 25年 12月 6日（金）～12月 24日（火） 

 

 

３ 回収結果 

発送数 回収数 回収率 

348件 180件 51.7% 

 

 

４ 結果概要 

（１）子育てについて 

お子さんの身の回りの世話を主に行っている人については、「父母ともに」が 53.3%と最

も多く、次いで「主に母親」が 39.4%となっています。 

◇主に子育てを行っている人 
n=180 単数回答

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

不明・無回答

53.3 

39.4 

1.1 

4.4 

0.6 

1.1 

0 20 40 60 %  
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お子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人や場所があるかについ

ては、「いる／ある」が 86.7%と大半を占めています。また、「いない／ない」は 6.1%とな

っています。 

◇気軽に相談できる人や場所の有無 

いる／ある

86.7%

いない／ない

6.1%

不明・無回答

7.2%
単数回答 n=180

 

 

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先については、「祖父母等の

親族」が 85.9%と最も多く、次いで「友人や知人」が 69.2%、「保育士」が 26.3%となっ

ています。 

◇子育てに関する相談先 
n=156 複数回答

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保健所・保健センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

役場の窓口（こども教育課）

その他

不明・無回答

85.9 

69.2 

5.1 

14.7 

26.3 

12.8 

1.9 

6.4 

0.0 

3.8 

0.6 

0 20 40 60 80 100 %  



 

11 

 

 

子育てをする上で、必要な周囲からのサポートについては、「子どもを遊ばせる場や機会の

提供」が 75.0%と最も多く、次いで「親のリフレッシュの場や機会の提供」が 36.1%、「子

育てに関する総合的な情報提供」が 34.4%となっています。 

◇子育てをする上で、必要な周囲からのサポート 

 

n=180 複数回答

子どもを遊ばせる場や機会の提供

親のリフレッシュの場や機会の提供

親の不安や悩みの相談

子育て中の親同士の仲間づくり

子育てに関する総合的な情報提供

父親の育児参加に関する意識啓発

子どもの病気や障がいについての相談

子どもの発達や幼児教育のプログラムの提供

子育てについての講座

わからない

特にない

その他

不明・無回答

75.0 

36.1 

23.3 

27.2 

34.4 

11.7 

12.2 

21.7 

8.9 

2.2 

2.2 

2.8 

8.9 

0 20 40 60 80 %  
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妊娠中や出産後に重要なサポートについては、「経済面での補助」が 45.0%で最も多く、

「赤ちゃんの育児相談」が 39.4%、「子育て中の人同士の交流」が 27.8%となっています。 

◇妊娠中や出産後に重要なサポート 

n=180 複数回答

母親の健康面の相談

赤ちゃんの育児相談

助産師・保健師等の家庭訪問

家事や赤ちゃんの沐浴などのヘルパー

子育て中の人同士の交流

子育て経験者から気軽に話をきける場や機
会の提供

父親向けの育児講座

行政による子育て情報の提供

育児方法を習得する機会

経済面での補助

その他

不明・無回答

23.3 

39.4 

18.3 

6.1 

27.8 

18.9 

10.0 

11.7 

3.3 

45.0 

0.6 

5.6 

0 20 40 60 80 100 %  

 

子育て中に特に困ること、困ったことについては、「安心して子どもを遊ばせられる場所が

ないこと」が 67.2%と最も多く、次いで「子どもが安全に通れる道路がないこと」が 36.1%、

「交通機関や建物、道路について、ベビーカーでの移動に不自由なこと」は 28.9%となって

います。 

◇子育てを行っていて、特に困ること、困ったこと 

n=180 複数回答
交通機関や建物、道路について、ベビーカーで

の移動に不自由なこと

子どもが安全に通れる道路がないこと

安心して子どもを遊ばせられる場所がないこと

いざというときに子どもを預かってくれる人がい
ないこと

周囲の人が子ども連れを温かい目で見てく
れない

子育て経験者や先輩ママと知り合えないこ
と

親自身が友達を作れる場や機会がないこと

特にない

その他

不明・無回答

28.9 

36.1 

67.2 

13.9 

3.9 

5.0 

12.2 

8.9 

2.2 

6.7 

0 20 40 60 80 100 %  
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（２）就労の状況について 

母親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない」が 41.1%と最も多く、次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」

が 26.1%、「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」は

18.9%となっています。 

◇母親の就労状況 

n=180 単数回答

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護
休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・
育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

41.1 

6.1 

18.9 

1.1 

26.1 

2.8 

3.9 

0 20 40 60 %  

 

父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）については、「フルタイムで就労してお

り、育休・介護休業中ではない」が 84.4%と最も多く大半を占めています。 

◇父親の就労状況 

n=180 単数回答

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中で

はない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中

である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介

護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・

介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

84.4 

0.6 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

14.4 

0 20 40 60 80 100%  
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子どもが産まれた時の母親の育児休業取得状況についてみると、「働いていなかった」「取

得した（取得中である）」が 39.4%、次いで「取得していない」が 17.8%となっています。 

◇母親の育児休業取得状況 

働いていな

かった

39.4%

取得した（取

得中である）

39.4%

取得していな

い

17.8%

不明・無回答

3.3%

単数回答 n= 180

 

 

子どもが産まれた時の父親の育児休業取得状況についてみると、「取得していない」が

84.4%で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が 2.8%となっています。 

◇父親の育児休業取得状況 

働いていな

かった

0.0%

取得した（取

得中である）

2.8%

取得していな

い

84.4%

不明・無回答

12.8%

単数回答 n= 180

 

 

母親が育児休業取得後、職場に復帰したかについては、「育児休業取得後、職場に復帰した」

が 80.3%と最も多く、次いで「現在も育児休業中である」が 9.9%、「育児休業中に離職し

た」が 5.6%となっています。 

◇母親の育児休業取得後の職場復帰 

育児休業取得

後、職場に復

帰した

80.3%

現在も育児休

業中である

9.9%

育児休業中に

離職した

5.6%

不明・無回答

4.2%

単数回答 n= 71
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（３）平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

定期的な教育・保育の事業の利用については、「利用している」が 72.7%、「利用していな

い」が 25.6%となっています。 

子どもの年齢別にみると、０歳で「利用していない」が「利用している」を、それ以外の

年齢で「利用している」が「利用していない」をそれぞれ上回っています。 

◇平日の定期的な教育・保育のサービスの利用状況 

利用している

72.7%

利用していない

25.6%

不明・無回答

1.7%

単数回答 n=180

 

 

 

 

単位：% ｎ 利用している 利用していない 不明・無回答 

０歳 17 17.6  82.4  - 

１歳 18 61.1  38.9  - 

２歳 15 53.3  46.7  - 

３歳 32 56.3  40.6  3.1  

４歳 29 79.3  17.2  3.4  

５歳 37 97.3  - 2.7  

６歳 30 100.0  - - 
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平日利用している定期的な教育・保育の事業については、「認可保育所（すみよし保育園）」

が 56.5%と最も多く、次いで「幼稚園」が 34.4%となっています。 

子どもの年齢別にみると、４歳以下では「認可保育所（すみよし保育園）」が、５歳以上で

は「幼稚園」が最も高くなっています。 

◇定期的に利用している教育・保育事業 

n=131 複数回答

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（すみよし保育園）

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

34.4 

6.9 

56.5 

0.0 

0.8 

1.5 

0.0 

0.8 

0.0 

0.8 

3.1 

1.5 

0 20 40 60 %
 

 

単位：% ｎ 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所
（
す
み
よ
し
保

育
園
） 

認
定
こ
ど
も
園 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保

育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育

施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

０歳 3 - - 100.0  - - - - - - - - - 

１歳 11 - - 81.8  - - 9.1  - - - - 9.1  - 

２歳 8 - - 100.0  - - - - - - - - - 

３歳 18 - - 88.9  - - 5.6  - 5.6  - - - - 

４歳 23 30.4  4.3  60.9  - - - - - - - 4.3  4.3  

５歳 36 63.9  13.9  25.0  - - - - - - - 5.6  - 

６歳 30 50.0  10.0  43.3  - 3.3  - - - - 3.3  - 3.3  
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平日に定期的に教育・保育事業を利用している理由については、「子育て（教育を含む）を

している方が現在就労している」が 60.3%と最も多く、次いで「子どもの教育や発育のため」

が 52.7%となっています。 

◇定期的に教育・保育事業を利用している理由 

n=131 複数回答

子どもの教育や発育のため

子育て（教育を含む）をしている方が
現在就労している

子育て（教育を含む）をしている方が

就労予定がある／求職中である

子育て（教育を含む）をしている方が

家族・親族などを介護している

子育て（教育を含む）をしている方に

病気や障がいがある

子育て（教育を含む）をしている方が
学生である

その他

不明・無回答

52.7 

60.3 

0.8 

0.8 

1.5 

0.8 

0.8 

3.8 

0 20 40 60 80 100%  

 

平日に定期的な教育・保育の事業を利用していない理由については、「子どもがまだ小さい

ため⇒＿歳くらいになったら利用しようと考えている」が 43.5%で最も多く、次いで「利用

する必要がない（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの

理由で）」が 37.0%、「子どもの祖父母や親戚の人がみている」が 21.7%となっています。 

◇定期的に教育・保育事業を利用していない理由 

n=46 複数回答

その他

不明・無回答

利用する必要がない（子どもの教育や発達のため、子ど
もの母親か父親が就労していないなどの理由で）

子どもの祖父母や親戚の人がみている

子どもがまだ小さいため
⇒＿歳くらいになったら利用しようと考えている

利用したいが、事業の質や場所など、
納得できる事業がない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の
条件が合わない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

37.0 

21.7 

0.0 

2.2 

15.2 

0.0 

0.0 

43.5 

15.2 

8.7 

0 20 40 60 80 100%
   

ｎ＝20 

１歳：36.4％  ２歳：0.0％ 

３歳： 9.1％  ４歳：18.2％ 

５歳以上：27.3％ 

不明・無回答：9.1％ 
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第３章 計画の基本理念 

第１節 めざすまちの姿（目標） 

本町では、平成 17 年に「川俣町次世代育成支援地域行動計画」を、平成 22 年に「川俣

町次世代育成支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、めざすまちの姿を「楽しく子育

てみんなで支援～かかわり、支えあうまち・かわまた～」としていました。 

また、川俣町第５次振興計画では、「みんなでつくる 元気いっぱい 笑顔いっぱいのまち 

かわまた」を将来像としながら、「安心の笑顔があふれるまち」をめざして子育て支援・児童

福祉を推進してきました。 

このような中で発生した原子力発電所事故から子どもの命と健康を守るため、町をあげて

除染等による安全な生活圏の確保や、医師による甲状腺検査をはじめ、食品内放射線検査、

内部・外部放射線検査等を定期的に実施し、健康管理に努めています。 

澄んだ空気と清冽な水、緑に囲まれた自然豊かな本町において、子どもが安心して学び遊

べる環境と、安心して子育てのできる環境を早急に取りもどし、誰もが自然に笑顔があふれ

る町をめざしていきます。 

 

子どもは、将来の本町を担う大切な宝であり、本町で安心していつまでも笑顔で暮らせる

ことは、今後少子高齢化が進行していく中で、本町の将来のためにも非常に重要なこととな

ります。 

そのため、本計画におけるめざすまちの姿を川俣町第５次振興計画に沿いながら、下記の

ように定めます。 

 

■本計画におけるめざすまちの姿 

 

 

子どもの笑顔があふれるまち かわまた 
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第４章 子ども・子育て支援新制度に基づく事業の展開 

第１節 教育・保育の提供区域の設定  

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画において、「教育・保育」「地域

子ども・子育て支援事業」を提供する区域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定め、

当該区域ごとに「量の見込み」「確保の内容」「実施時期」を定めることとされています。教

育・保育提供区域の設定にあたっては、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件

を総合的に勘案するとともに、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移動す

ることが可能な区域を定めることとなっています。その際、教育・保育提供区域は、地域型

保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえて設定する必要があ

ります。 

川俣町においては、１か所で全町的な利用ニーズに対応している現状を踏まえ、さらに効

率的に教育・保育資源を活用できるよう、教育・保育提供区域を１圏域（全町）と設定しつ

つ、地域のニーズに応じた教育・保育、地域子育て支援事業の整備に努めます。 
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第２節 教育・保育の量の見込み、提供体制の確保の内

容及び実施時期 

１ 前提となる事項 

■国の考え方 

・当該市町村に居住する子どもについて、「現在の認定こども園、幼稚園、保育所、保育ママ、

認可外保育施設等の利用状況」に、「利用希望」を踏まえて設定。 

・認定の区分(※)に加え、０歳、１～２歳、３～５歳の３区分で設定する。 

※量の見込みの設定に関して社会的流出入の動向等を勘案することも可。この場合には、そ

の積算根拠などについて透明性の確保が必要。（地方版子ども・子育て会議等における議

論など） 

※量の見込みについては、国の「算出のための手引き」を利用する（ワークシート有） 

 

■認定区分と提供施設 

認定区分 提供施設 

１号 
３～５歳、幼児期の学校教育(以下「学校教

育」という)のみ 
幼稚園、認定こども園 

２号 ３～５歳、保育の必要性あり  保育所、認定こども園 

３号 ０～２歳、保育の必要性あり  保育所、認定こども園、地域型保育事業 

 

■子育て支援の「給付」と事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援給付 

 

施設型給付 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育園 

 

地域型保育給付 

○小規模保育 

（定員は６人以上 19人以下） 

○家庭的保育 

（保育者の居宅等において保育を行う。） 

○居宅訪問型保育 

（子どもの居宅において保育を行う。） 

○事業所内保育 

（事業所内の施設等において保育を行う。） 

 

児童手当 

 

地域子ども・子育て支援事業 

 

（１）時間外保育事業 

（２）放課後児童健全育成事業 

（３）子育て短期支援事業 

（４）地域子育て支援拠点事業 

（５）一時預かり事業 

（６）病児・病後児保育事業 

（７）ファミリー・サポート・センター事業 

（８）妊婦健康診査事業 

（９）乳児家庭全戸訪問事業 

（10）養育支援訪問事業 

（11）利用者支援事業 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

（13）多様な主体が本制度に参入することを

促進するための事業 
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２ 教育・保育の提供体制の量の見込みと確保内容及びその実施時期 

■提供体制、確保策の考え方 

○教育の定員数については、平成 26 年度現在、公立幼稚園４園（福田、川俣、富田、川俣

南）での提供体制があります。（※山木屋は休園中） 

○保育の定員数については、平成 26 年度現在、川俣南幼稚園、すみよし保育園での提供体

制があります。 

○平成 27 年度から平成 31 年度にかけては、児童人口は減少するものの、各家庭のニーズ

に応じた教育・保育サービスを提供することが重要となります。 

 

■教育・保育：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必要

性あり） 

3 号 
（0-2 歳 

保育の必要

性あり） 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必要

性あり） 

3 号 
（0-2 歳 

保育の必要

性あり） 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必要

性あり） 

3 号 
（0-2 歳 

保育の必要

性あり） 

①量の見込み 150 人 83 人 66 人 136 人 75 人 62 人 121 人 65 人 61 人 

②確保の

内容 

認定こども園、幼稚園、 

保育園（教育・保育施設） 
210 人 64 人 66 人 210 人 64 人 66 人 210 人 64 人 66 人 

地域型保育事業     0 人     0 人     0 人 

②－① 60 人 △19 人 0 人 74 人 △11 人 4 人 89 人 △1人 5 人 

 

 

平成 30 年度 平成 31 年度 

 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必要

性あり） 

3 号 
（0-2 歳 

保育の必要

性あり） 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必要

性あり） 

3 号 
（0-2 歳 

保育の必要

性あり） 

①量の見込み 122 人 66 人 60 人 115 人 63 人 60 人 

②確保の

内容 

認定こども園、幼稚園、 

保育園（教育・保育施設） 
210 人 64 人 66 人 210 人 64 人 66 人 

地域型保育事業     0 人     0 人 

②－① 88 人 △2人 6 人 95 人 1 人 6 人 

 

■教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 

○保育園、幼稚園、認定こども園の預かり保育のあり方等について、引き続き具体的な検討

を進めていきます。 

○平成 28 年度からは、幼稚園で３年保育を実施します。 

○地域型保育事業（小規模保育事業等）については、入園保留者の状況に応じて、小規模保

育事業等の実施を図ります。 

○就学前から小学校への円滑な移行をめざし、幼稚園教諭、保育士と小学校教諭との情報交

換等、幼保・小の連携を一層進めます。 

○教育・保育に携わる幼稚園教諭や保育士等の資質向上のための研修を行います。 
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第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提

供体制の確保の内容及び実施時期 

１ 地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保内容及びその実施時期 

（１）時間外保育事業 

■事業の概要 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、

保育園等において保育を実施する事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

現在、実施している事業を推進しつつ、保育士の配置等の実施体制の整備を図ります。あ

わせて仕事と子育ての調和を図るための啓発についても行います。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み（延人／年） 54 人 50 人 45 人 44 人 43 人 

確保の内容（延人／年） 54 人 50 人 45 人 44 人 43 人 

 

 

（２）放課後児童健全育成事業 

■事業の概要 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に小学校等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業

です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

現在、町内では、「わいわいクラブ」１か所で、小学１年生から小学６年生までを対象に実

施しています。今後、「放課後子ども教室」との一体的な実施を検討していきます。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 

（実人／年） 

低学年 37 人 37 人 38 人 33 人 30 人 

高学年 17 人 15 人 14 人 14 人 13 人 

確保の内容 

（実人／年） 

低学年 37 人 37 人 38 人 33 人 30 人 

高学年 17 人 15 人 14 人 14 人 13 人 
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（３）子育て短期支援事業 

■事業の概要 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童

について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活援助事業（シ

ョートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

今後、利用ニーズの動向を注視しつつ、町内のＮＰＯ法人等の委託契約や近隣市町村の施

設との利用契約の締結などにより、事業の実施を図ります。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み（実人／年） 1 人 １人 １人 １人 １人 

提供体制（か所） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

 

（４）地域子育て支援拠点事業 

■事業の概要 

公共施設や保育園等に乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに

ついての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

現在、川俣町では、鶴沢公民館において「子どもとみんなの広場」を実施し、子育てにつ

いての講習会、保護者同士の情報交換や子育てアドバイザーによる悩みや困りごとなどの相

談対応、町民同士の交流を行っています。東日本大震災の影響で、公民館を十分活用するこ

とができなくなっていますが、今後多様な実施方法を検討していきます。 

また、子育てについての相談や子育て中の保護者の交流が図られるよう、今後子育てを総

合的に支援する支援センター等の開設に努めます。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み（年間延利用人数） 1,164人 1,104人 1,044人 996人 872人 

確保の内容（年間延利用人数） 1,164人 1,104人 1,044人 996人 872人 

確保の内容（か所） 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 
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（５）一時預かり事業 

■事業の概要 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に

おいて、幼稚園、保育園、認定こども園などにおいて、一時的に預かり、必要な保護を行う

事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

保護者の就労などの保護者のニーズに対応することができるよう、利用できる日数を増や

し保育士の確保等、受け入れ体制の確保に努めます。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み（年間延利用人数） 15,403 人 13,990 人 12,394 人 12,462 人 11,816 人 

確保の内容（年間延利用人数） 15,403 人 13,990 人 12,394 人 12,462 人 11,816 人 

確保の内容（か所） 4か所 4か所 5か所 5か所 5か所 

 

 

（６）病児・病後児保育事業 

■事業の概要 

病児・病後児について、病院等に付設された専用スペース等において、看護師や保育士が

一時的に保育する事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

現在、町内に提供する病院はなく、こども緊急サポートネットワーク川俣支部として「コ

ミュニティちゃばたけ」が対応しています。 

今後も緊急サポート事業として対応していくとともに、町内医療機関への委託、協力を要

請するなどの方法を検討します。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み人（延人／年） 15人 14人 14人 13人 13人 

提供体制（延人／年） 15人 14人 14人 13人 13人 

提供体制（か所） 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業 

■事業の概要 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連

絡、調整を行う事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

ファミリー・サポート・センター事業については、平成 26 年度現在、「ファミリーサポー

トかわまた」、「コミュニティちゃばたけ」で実施しており、今後の見込み量に対する提供体

制は確保できている状況です。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込（延人／年） 576人 576人 624人 528人 480人 

確保の内容（か所） 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

 

（８）妊婦健康診査事業 

■事業の概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図り、安心・安全な妊娠・出産に資するよう、妊婦健康状態

の把握や保健指導を実施するとともに、妊娠期間中において必要に応じた検査を実施する事

業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

県内の医療機関は委託契約、県外の医療機関は委託契約または償還払いによる公費負担を

行い、経済的負担の軽減に努めます。産科医療機関等と連携し、適正な受診に努めます。 

 また、町保健センターにおいては、定期の妊婦健診や自宅訪問相談を実施し、安心して出産で

きる体制を整えます。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込（延人／年） 70人 70人 75人 75人 75人 

確保の内容 全国の産科医療機関、助産院において実施 
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（９）乳児家庭全戸訪問事業 

■事業の概要 

生後４か月未満の乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の

把握を行う事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

町保健師による訪問を実施するとともに、訪問の結果、支援が必要な家庭には、関係機関

と連携し養育支援訪問事業に繋げるなど積極的な支援に努めます。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込（実人／年） 70人 70人 75人 75人 75人 

確保の内容 町保健師による訪問 

 

 

（10）養育支援訪問事業 

■事業の概要 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

町保健師等による訪問を実施するとともに、関係機関との連携を強化し、支援内容の充実

を図ります。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込（実人／年） 6人 6人 6人 6人 6人 

確保の内容 町保健師等による訪問 
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（11）利用者支援事業 

■事業の概要 

子ども及びその保護者等が、教育・保育施設（幼稚園・保育園等）や地域の子育て支援事

業等を円滑に利用することができるよう利用者支援を行うとともに、子育て支援などの関係

機関との連絡調整等を実施する事業です。 

 

■提供体制、確保策の考え方 

現在町のこども教育課の窓口において、子育て相談や必要な情報提供を行っています。 

今後も、町子育て支援施設等の設置を進め、育児の情報交換や子育ての悩み相談を充実し、

子育て家庭に寄り添った、幅広い子育て支援ができるようにしていきます。 

 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込（か所） 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

確保の内容（か所） 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

■事業の概要 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべ

き教材費等、教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用

等を助成する事業です。 

 

■提供体制の考え方 

保護者の世帯所得状況などを勘案しながら、支援の充実に努めていきます。 

 

 

（13）多様な事業者等が本制度に参入することを促進するための事業 

■事業の概要 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者

の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進するための事業です。 

 

■提供体制の考え方 

町民のニーズに沿った多様なサービスの提供や教育・保育の充足のためには、民間事業者

等、多様な事業者が参画する必要があることから、情報提供や事業参入等、今後、地域の実

情や需給の状態を十分に把握した上で実施します。 
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第５章 次世代育成支援施策の展開 

○計画の体系 

めざす 
まちの姿  

基本施策   施策の展開 

      

子
ど
も
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

か
わ
ま
た 

 

基本施策１ 

母子の健康の保持・増

進 

  １ 妊娠・出産に関する支援と母子の健康づくり 
（１）妊娠から出産までの支援の充実 

（２）育児支援の充実 
 

  

 
  ２ 子どもの心と身体の健康づくり 

（１）健やかな身体づくりの推進 

（２）食育の推進 

（３）原子力災害への対応  
  

     

 
基本施策２ 

地域における子育ての

支援 

  １ 子育て支援サービスの充実 
（１）教育・保育施設及び多様で良質な保育サービスの充実 

（２）経済的支援の充実 
 

  

 
  ２ 子育て家庭と地域のつながりの強化 

（１）子育てに関する相談及び子育て情報の提供 

（２）子育て支援の輪と人材の確保 
 

  

     

 基本施策３ 

子どもの健やかな成長

に資する教育環境の整

備 

  １ 子どもの居場所・体験機会の提供 
（１）放課後児童対策の充実 

（２）子どもの居場所・遊び場づくり 

（３）地域や学校での多様な体験活動の場の提供  
  

 
  ２ 魅力ある学校づくり 

（１）学校教育の充実 

（２）学校・家庭・地域の連携の推進 
 

  

     

 
基本施策４ 

子どもを育てやすい環

境の整備 

  １ 子育てしやすい就労環境づくり 
（１）就労支援と再就職のための支援 

（２）男性の育児参加の推進 
 

  

 
  ２ 安全で生活しやすい環境づくり 

（１）安全な道路交通環境の整備 

（２）子どもを犯罪から守る安全なまちづくり 
 

  

     

 
基本施策５ 

支援が必要な子どもへ

の支援 

  １ 困難を抱える子どもや家庭への支援 
（１）障がい児の発達支援の拡充 

（２）支援が必要な子育て家庭の負担軽減の充実 
 

  

 
  ２ 子どもの権利擁護・虐待防止 

（１）子どもの権利の擁護の推進 

（２）児童虐待防止対策の拡充 
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第１節 母子の健康の保持・増進 

 

 

 

１ 妊娠・出産に関する支援と母子の健康づくり 

妊娠・出産にかかる母子保健事業を通じて、母子の健やかな成長を図り、適切な支援を

提供するとともに、育児不安の解消や育児への助言等の支援を行います。 

 

（１）妊娠から出産までの支援の充実 

妊婦一般健康診査  保健センター 

全妊婦を対象として、15回までの妊婦一般健康診査にかかる費用の助成を行い、異常の早期発

見や安全で安心な出産の支援を行います。 

妊産婦健康相談 保健センター 

妊産婦に対して母子健康手帳配付時や家庭訪問等の機会を利用し相談を行います。また、公共施

設の無料電話相談の周知を行います。 

妊産婦訪問指導 保健センター 

妊産婦とその家族を対象に個別相談と電話相談で悩みに対応し、適切な保健指導を行います。 

母子健康手帳の交付 保健センター 

母子の経過・発達状況を確認するため、母子健康手帳の交付を行います。 
 

 

 

 

◇現状・課題◇ 

近年では、少子化や核家族化の進行、地域連帯感の希薄化、共働き世帯の増加、生活

習慣や価値観の変化等に加え、放射能汚染の問題を背景に、母親の育児・子育て不安や

児童虐待など、母子を取り巻く新たな健康課題も生じてきています。 

アンケート調査結果からは、妊娠中及び出産後半年で子育てについて不安を感じたり、

自信を持てなくなることがあった割合が 6 割以上となっています。また、妊娠中や出産

後に重要なサポートとして、「経済面での支援」をはじめ、「赤ちゃんの育児相談」や「子

育て中の母親同士の交流」「母親の健康面の相談」等を希望する割合が高くなっており、

子育てにストレスを感じている保護者が多い状況もうかがえます。 

少子化等に伴い子育て環境が変化する中で、子どもがより健やかに育まれるために、

今後は、さらに個々の母子の状況に応じたきめ細やかな支援を行っていくことが必要で

す。 
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出産祝金給付金 こども教育課 

定住化の促進を目的として、第 3 子以降出生時に祝金として５万円を支給し、出産を祝います。 

育児支援家庭訪問事業 保健センター 

出生児を対象に保健師が家庭訪問を行い、子育てに関する相談や指導を行うとともに、育児など

の専門的な援助を行います。 

妊娠・出産・育児情報の提供 保健センター 

育児不安や悩みを抱えた妊婦、母親及び父親、子どもの養育者を対象に、妊娠・出産・育児に関

する情報提供の場と育児相談などに関して問題解決できる支援体制づくりを進めます。  

 

 

（２）育児支援の充実 

乳幼児健康診査  保健センター 

乳幼児の健全な発達を支援するとともに、健康的な生活習慣づくりの支援を行い、小児科医師、

歯科医師、栄養士、保健師などによる健康診査、相談指導を充実します。また、受診しやすいよ

う健診の内容などを検討するとともに、未受診者への受診を勧奨します。 

乳幼児健康相談 保健センター 

乳幼児健診や育児相談等の機会を利用し、個別で相談に応じます。また、臨時電話での相談にも

対応します。緊急時の対応として、福島県のこども救急電話相談の周知も行います。 

乳幼児訪問指導 保健センター 

家庭訪問による日常生活指導を行い、疾病の早期発見、治療を促します。また、適切な保健指導

を行い育児不安の解消を図ります。 

遊びの教室 保健センター 

乳幼児の自由遊びと集団活動を通して、心身の健全な発達と社会性の発達を促し、また、母親同

士の交流や情報交換の場としても充実を図ります。 

離乳食教室 保健センター 

栄養士を中心として、母親（保護者）に離乳食の目的、方法、進め方の指導を行い、離乳食から

の食育を推進します。 

母子保健情報の確保・提供 保健センター 

健康管理データバンクシステムにおいて、妊娠時の状況から分娩結果、乳幼児健診の結果、予防

接種状況までを一元的に管理し、情報が十分活用できる体制を強化します。 

子育てお話会 保健センター・こども教育課 

日頃の子育てなどで困っていることや、悩んでいることなど、グループミーティング方式で心

理判定員を交えて話しあい、その中から子育てのヒントを得たり、心理判定員に相談を行いア

ドバイスを得ることができます。 
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２ 子どもの心と身体の健康づくり 

子どもの生涯にわたる健康づくりに向け健康教育を推進し、適切な生活習慣の形成を図

るとともに、親と子の望ましい食習慣の確立に向け、学校や地域での食育の機会の充実を

図ります。 

 

（１）健やかな身体づくりの推進 

健康教育の充実 こども教育課 

健康、安全、食に関する指導の充実と適切に健康を管理・改善する実践力の育成を行います。ま

た、子どもの基礎体力の向上を図る指導を充実します。 

予防接種の充実 保健センター 

予防接種についての教育、啓発活動を強化し、子どもの健康管理上重要な伝染病予防のために接

種率の向上をめざし、かかりつけ医の接種を推進するとともに、多様な生活スタイルに対応でき

るよう広域的な予防接種体制に努めます。 

虫歯予防事業の充実 保健センター 

歯と口腔の健康を保つことを目的とし、９～10か月児健診から歯科保健指導を行います。１歳

６か月児、2 歳児で歯科健診とフッ素塗布、３歳児、４歳児で歯科健診を実施、及びそれぞれの

健診で歯科保健指導と栄養指導を行い、虫歯予防に取り組みます。 

 

（２）食育の推進 

幼稚園等における食教育の充実 こども教育課 

食育の重要性を意識した食生活習慣を形成するため、講習会等を計画的に実施し、食教育の充実

を図ります。 

学校給食の充実 こども教育課 

日常生活の食事について、正しい理解と望ましい習慣を養い、合わせて子どもたちの社交性を養

うために、食育を重視した学校給食の充実に努めます。また、アレルギー除去食、代替食等の提

供を検討するとともに、保護者に対し、適切な食環境の意識高揚を図ります。 

安全な学校給食の提供 こども教育課 

児童生徒に安全な学校給食を提供するために、提供するすべての食材の放射線量検査を実施しま

す。測定結果は、給食提供前に学校にお知らせし、さらに、町ホームページに公表し食の安全に

努めます。 

地元食材デーの実施 こども教育課 

地元食材デーを開催し、地元の食材を使った給食の提供などを実施して、地元食材への関心や知

識を高めます。 

 

（３）原子力災害への対応 

放射線に関する不安軽減への取り組み 保健センター 

ガラスバッジによる外部被ばく線量測定、ホールボディカウンターによる内部被ばく検査、食品

内検査等を実施し、育児中の親の不安解消に努めます。また、放射線と健康等に関する相談会や

講話などを実施していきます。 
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第２節 地域における子育ての支援 

 

 

 

１ 子育て支援サービスの充実 

利用者のニーズに応じ幼稚園、保育園の整備、拡充を進めるとともに、保育園の子育て

における専門的な機能を活かし、地域との交流事業を推進して、地域の子育て力の向上に

努めるとともに、幼稚園・学校等との連携を進めます。 

また、誰もが必要な子育てサービスを受けることができるよう、子育て家庭の経済的負

担を軽減するための助成を行います。 

 

（１）教育・保育施設及び多様で良質な保育サービスの充実 

一体的な幼児保育環境の整備の推進 こども教育課 

今後、さらに多様化する教育・保育ニーズに対応するため、町内にある教育・保育施設について、

幼稚園、保育園の垣根を無くし、一体的な幼児保育環境の整備を推進するために、将来的に認定

こども園として位置づけることを想定しながら、教育・保育サービスの提供を進めます。 

幼稚園・保育園における教育内容の充実 こども教育課 

幼稚園・保育園における教育内容の充実に努めるとともに、ニーズの多様化に伴い、子どもの健

やかな成長にとって望ましい園のあり方を検討します。さらに、幼稚園と保育園が連携し活動す

る 1 日体験入園活動等も検討します。 

 

◇現状・課題◇ 

女性の社会進出が進み、保育の必要性は高くなっています。その一方で、アンケート

調査では、保育園利用の方の中にも教育を受けさせたいという意向があることから、保

護者の保育・教育に対するニーズの多様化がうかがえます。 

今後、様々な保育・教育へのニーズに対応するため、預かり保育等の保育サービスの

一層の充実と、病児保育の実施や認定こども園化等新しい取り組みへの検討を通じ、子

育て家庭を支援していくことが必要です。 

また、親が安心して子育てができ、子どもが健やかに成長していくためには、地域で

の支えが重要となります。アンケート調査では、子育てをする上で必要な周囲からのサ

ポートとして、「子育てに関する総合的な情報提供」「子育て中の親同士の仲間づくり」「親

の不安や悩みの相談」が上位となっています。そのため、子育て中の親や家庭が、地域

で孤立することなく、交流機会を持つことを促進することが必要です。 
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通常保育事業の充実 こども教育課 

町民のニーズに合った保育環境、保育内容等、充実した保育をめざします。 

保育園施設の充実 こども教育課 

一体的な幼児保育環境の整備の推進を踏まえながら、良質な保育環境を目的とした施設整備の拡

充を図るため、太陽光発電システムの導入を含め、今後検討していきます。 

低年齢児保育の推進 こども教育課 

町内の保育園において、0～2 歳の低年齢児の保育園での受け入れを積極的に行います。 

延長保育の推進 こども教育課 

町内の保育園において、保護者のニーズを踏まえながら延長保育を実施します。 

一時預かりの推進 こども教育課 

保護者の疾病や不定期な仕事に対応するため、また、子育てによる保護者の心理的・肉体的負担

を軽減するため、一時預かりサービスの実施をめざします。 

事業所内保育の推進 こども教育課 

従業員のための事業所内保育を推進し、選択の幅のある多様な保育サービスの提供に努めるた

め、事業所への協力を要請します。 

ファミリー・サポート・センター事業 こども教育課 

ファミリー・サポート・センターにおいて、保護者の緊急の用件・残業、保護者の病気等の緊急

時、リフレッシュしたい時の子どもの保育や学校・塾等の送り迎え時などに、登録制の有償ボラ

ンティア活動による子育て相互援助活動を行います。 
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（２）経済的支援の充実 

保育奨励金 こども教育課 

定住化の促進を目的として、保育園入園児と幼稚園入園児に保育奨励金を支給します。入園児 2

人目に対して、3,000 円（保育料上限）×入所月数を支給します。また、保育料の免除・減免

について実施に向けて検討していきます。 

私立幼稚園就園奨励費補助 こども教育課 

私立幼稚園保育料について、一体的な幼児保育環境の整備や社会情勢等を踏まえながら、低所得

世帯と第２子・第３子以降の保育料の軽減を行い、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。 

入学祝金 こども教育課 

小学校・中学校の入学時に祝金 50,000 円を支給します。 

子ども医療費の無料化 こども教育課 

子どもの疾病等の早期発見・早期治療とともに子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、18

歳以下の子どもの医療費無料化を実施します。 

各種手当制度の充実 こども教育課 

子育て家庭の経済的支援として、児童手当等の各種手当制度の充実を国へ働きかけるとともに、

制度の周知を行います。 

各種貸付事業の推進 こども教育課 

母子・寡婦福祉資金貸付事業の利用が円滑に行えるように努めます。 

奨学資金貸与制度の充実 こども教育課 

能力があるにも関わらず、経済的な理由により修学が困難な生徒に対し、奨学金を貸与すること

により修学を支援するとともに、制度の周知徹底を図ります。 
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２ 子育て家庭と地域のつながりの強化 

身近なところに、いつでも気軽に親子で集い、交流できる場所の設置を進めるとともに、

各種相談事業を充実します。また、各種子育て支援サービスの充実を図り、町広報紙やイ

ンターネットなど各種の情報媒体を活用した情報提供を進めます。 

町、子育て経験者、子育て支援サークル、ＮＰＯ等が連携・協力し、子育て家庭同士や

子育て家庭と地域との交流の促進を図ります。 

 

（１）子育てに関する相談及び子育て情報の提供 

子育て総合案内窓口の設置 こども教育課 

子育てに関することについて気軽に相談できる、対面・電話での対応を充実し、子育て支援セン

ターにおける総合相談体制の整備をめざします。 

子育て支援の情報提供の充実 こども教育課 

子育てに関する各種イベント情報や地域活動など広報紙に随時掲載を行います。また、町ホーム

ページ上での子育て支援に関する制度、情報の掲載や、子育て支援パンフレットの配布により、

住民への制度の分かりやすい周知に努めます。 

相談支援体制の充実 こども教育課 

福島県母子家庭等就業・自立支援センター内で行っている就業相談や、母子家庭自立支援給付金

事業の周知を行うとともに、本町の担当窓口での相談体制の充実はもちろんのこと、福島県相談

窓口としての県北保健福祉事務所（母子自立支援員）、福島県女性のための相談支援センター、

福島県男女共生センター等の情報の提供を図ります。 

児童委員による地域相談体制の整備促進 こども教育課 

児童委員との連携を図り、地域における相談体制の整備・促進を図ります。 
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（２）子育て支援の輪と人材の確保 

子育て支援の総合的な施設の設置の検討 こども教育課 

既存の施設を有効活用した、子育てに関する相談や育児サークル支援、保護者同士の交流等、

地域子育て支援の核となる地域子育て支援センター等の設置を検討します。 

子育て仲間づくりの推進（育児サークル等） こども教育課 

育児サークル「はらぺこクラブ」をはじめ、育児サークルを中心とした保護者同士・子ども同

士の交流、情報交換、学習の場をつくることにより、育児の仲間づくりを推進します。 

つどいの広場事業の実施 こども教育課 

「子どもとみんなの広場」を開催し、子育て親子の交流の場の提供、子育てアドバイザーによ

る育児相談、子育てに関する講習会等を行い、子育て中の保護者の交流を図ります。また、子

育て支援関連団体との連携を図り、地域子育てニーズを把握し、子育てサークルの育成や地域

での育児支援を推進します。 

スポーツ・レクリエーションを介したの親子ふれあいの場の設定 生涯学習課 

スポーツやレクリエーションなどで親子がふれあう機会や、町民運動会等での異世代交流の推

進を図ります。また、子どもの屋内運動場を活用した親子のふれあいレクリエーション等を検

討、実施します。 

在宅の乳幼児とその保護者のための教育・学習機会の充実 こども教育課 

在宅の乳幼児と保護者が集い、遊びや学習を介して交流できる場や機会の充実を図ります。 

 

 



 

37 

 

 

第３節 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

 

 

１ 子どもの居場所・体験機会の提供 

子どもたちが自分らしく安全に過ごすことのできる遊び場や放課後の居場所、地域や学

校での多様な体験や交流を通して生きる力や豊かな人間性を育むための機会、社会との関

わりを実感できる機会の充実を図ります。 

 

（１）放課後児童対策の充実 

放課後児童対策の充実 こども教育課 

保護者のニーズの多様化や放課後児童の健全育成等を踏まえ、放課後児童保育と放課後子ども教

室の一体的な活用等を踏まえた「放課後子ども総合プラン」の実施に向けて検討を行います。 

放課後児童保育施設の充実【わいわいクラブ】 こども教育課 

放課後児童保育施設の整備に努めるとともに、施設の有効活用について検討します。 

放課後こども教室の充実【たのしい教室】 こども教育課 

子どもたちが、楽しく安心して過ごせるために学校や公民館などで、勉強やスポーツ、文化活動、

地域の方との交流などを、ボランティアスタッフのサポートを受けながら、自主的に体験できる

学びの場を提供します。 

 

◇現状・課題◇ 

子育て家庭の支援については、就学時の支援も重要となります。アンケート調査では、

子どもが小学生になったときに放課後に過ごさせたい場所について、「放課後子ども教

室」「放課後児童クラブ（わいわいクラブ）」がそれぞれ１割強となっています。また、

子育てをする上で必要な周囲からのサポートとして、「子どもを遊ばせる場や機会の提

供」が最も高く、放射能汚染による影響から子どもたちの外遊びが減少し、自然や地域

との交わり、他者との交流が希薄になっている状況から、平成 26 年 9 月に川俣町子ど

も屋内運動場をオープンしたところです。 

今後とも、多様な方法での子どもの放課後の居場所づくりが重要であり、年齢に応じ

た子ども同士の居場所や豊かな人間性を育むための様々な体験機会を拡充していく必要

があります。 
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（２）子どもの居場所・遊び場づくり 

子どもの居場所づくり事業の充実 生涯学習課 

子どもたちの安全で安心な活動場所として、地区公民館や各小学校などを活用して、子どもたち

が集まり、スポーツや文化活動等を通じて、地域住民との交流を図ることにより、子どもたちの

豊かな心を育みます。 

図書事業の充実 生涯学習課 

子どもの読書習慣の形成を促進するため、「おはなしのへや」の実施や読書感想文コンクールの

開催などを含めた読書活動推進事業を充実します。 

また、幼児を持つ親子を対象とした読み聞かせのボランティア団体等の協力により、読書の啓発

や児童の情操教育の促進を図ります。 

ブックスタート こども教育課 

３～４か月健診を迎えた赤ちゃんに絵本を 1 冊プレゼントしながら、赤ちゃんと本の時間を持

つことの楽しさや大切さについて保護者のみなさんとお話しします。 

遊び場・交流空間の整備 こども教育課 

保護者や子どもたちにとって魅力的な遊び場の整備をめざします。その際、保護者や児童の意向

等に十分配慮し、利用度・満足度の高い公園等の設置に努めます。また、子どもたちが安全に遊

べるよう、遊具の点検・修繕等を定期的に行います。 

川俣町子どもの屋内運動場の運営 生涯学習課 

子どもが室内で安全に遊ぶことができるよう、川俣町子どもの屋内運動場の適切な運営に努めま

す。 
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（３）地域や学校での多様な体験活動の場の提供 

社会参加の促進 生涯学習課 

小学生から中学生、高校生において、ボランティア活動やキャリア教育体験活動など、気軽に社

会参加できる環境を整備します。 

ハッピースクール事業の推進 子ども教育課 

幼児及び小学生が放射線を気にせず 1 日ゆっくりと県外や県内で活動する事業を継続します。 

ボランティア活動への参加の促進 生涯学習課 

子どもたちが人の役に立つことの喜びを知る場として、各種ボランティア活動情報の提供や活動

できる環境整備を行います。 

地域の社会的環境の整備 生涯学習課 

子どもが地域に参画することができるよう、地域の環境美化や自然保護、文化活動などへ参加す

る機会を検討します。 

各種社会教育事業の充実 生涯学習課 

文化体験教室やファミリー劇場、芸術鑑賞教室などの各種社会教育事業の充実を図り、町内外の

多彩な学術・文化・芸術体験を通じて、幼児から中学生まで各年齢に応じた子どもの感性・探究

心を育てる環境づくりを推進します。 

自然体験学習事業 生涯学習課 

本町の豊かな自然を体験し、理解を深めるため、こども科学館事業をはじめ、廃校となった校舎

等を活用した自然体験事業を、原発事故からの復興状況を踏まえながら、検討、実施します。 

スポーツ少年団活動への支援 生涯学習課 

スポーツ少年団への育成補助を行うとともに、原発事故からの復興状況を踏まえ、スポーツ少年

団の団員確保と受け入れ方法や施設の提供、新たな競技団体の組織化等について検討します。 

各種スポーツ教室の充実 生涯学習課 

水泳教室や町民登山などのトレーニング教室やスポーツ教室について、各施設の取り組み状況や

町民のニーズを把握しながら支援を行い、スポーツ活動への参加機会の拡充を図ります。また、

ニーズに即した新たな教室の検討・開設を行います。  
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２ 魅力ある学校づくり 

学校と地域が連携し、多様な地域の人々や団体との交流や、多様な地域資源の活用、地

域の人々の学校運営・教育活動への参加を促しながら、地域に開かれた個性豊かな学校づ

くりを進めます。また、家庭教育の機会等を充実し、家庭や地域の教育力の向上を図りま

す。 

 

（１）学校教育の充実 

かわまた教育推進プランの充実 こども教育課 

児童生徒の基礎学力の向上や豊かな心を育むために、「読み聞かせ学習プラン」、「土曜・長期休

学学習プラン」、「集団体験学習プラン」の 3つの学習プランの充実を図ります。 

総合的な学習の時間の充実 こども教育課 

学校や地域の特色を活かした総合的な学習の時間の計画作成及びそれに基づく実践と、児童、生

徒に主体的、創造的な態度を育成するための体験的な学習や問題解決的な学習の展開を図りま

す。 

道徳教育の充実 こども教育課 

道徳的価値を明確にした指導を学校全体の教育活動を通して推進します。また、内面に根ざした

道徳性の育成に努めます。さらに、インターネットや携帯電話におけるモラルや情報リテラシー

の向上に向けて教育や指導のあり方を検討します。 

特色ある教育と地域に開かれた学校づくりの推進 こども教育課 

開かれた学校教育を推進し、コンピュータ教育、国際理解教育、ケーナ教室の開催、読書活動の

日常化等、地域文化や資源を活かした教育活動の展開を図っています。今後も、読書活動の日常

化をはじめとした、様々な教育を推進します。また、子どもたちが情報の成否を判断する能力（メ

ディアリテラシー）の促進に努めます。 

教育相談の充実 こども教育課 

教職員研修を充実させるとともに、スクールカウンセラーの配置を推進し、児童委員、ＰＴＡ、

児童相談所等の関係機関・関係団体と連携し、教育相談の充実を図ります。 

 

（２）学校・家庭・地域の連携の推進 

地域と連携した相談・指導体制の充実 こども教育課 

児童委員、ＰＴＡ、児童相談所等の関係機関・関係団体と連携し、支援を要する児童の早期発見、

相談、改善、解決のためのネットワークを強化します。また、「学校へ行こう週間」の周知を行

い、地域住民の学校への理解を深めます。  

ＰＴＡ活動への支援 生涯学習課 

子どもや家庭と連携を図るため、ＰＴＡ連絡協議会をはじめとした地域住民との交流、ボランテ

ィア活動、学習活動等、様々な活動を支援します。  
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第４節 子どもを育てやすい環境の整備 

 

 

 

１ 子育てしやすい就労環境づくり 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、仕事と子育てが両立できるような働きやすい

環境をつくるための意識啓発や企業の取り組みに対する啓発を行います。また、男性の育

児参加を促すための支援、出産や育児により退職した女性の再就職の支援や若者の就職支

援を推進します。 

 

（１）就労支援と再就職のための支援 

新規学卒者のための支援 産業課 

新規学卒者奨励金（１人５万円）の交付をはじめとした新規学卒者に対する積極的な支援を行い、

就労促進及び若者の自立と安定した生活基盤の確立を促進します。 

再就職のための支援 産業課 

就職面接会等や求人情報、企業情報、資料等を収集・提供し、職業能力開発機会を拡充すること

で、若者の再就職のための普及・啓発を図ります。 

育児休業制度の普及・啓発 こども教育課 

企業に対し、パンフレット配布や次世代育成支援対策推進法に基づいた子育て支援についての説

明会等を実施することにより、企業における育児休業制度への理解、協力を促します。 

◇現状・課題◇ 

父親と比較して母親の方が子育てに専念している家庭が多く、就労状況についても母

親の方が就労日数や時間が少ない状況がうかがえます。一方で、今後フルタイムへの転

換希望や就労希望のある母親がいることや、父親が育児休業を取りづらい状況がうかが

え、今後は、それぞれの家庭の状況、希望に応じて、地域や企業の理解を得ながら、母

親・父親ともに仕事と子育てを両立できる環境づくりが求められています。 

また、アンケート調査では、子育て中に特に困ること、困ったことについて、「安心し

て子どもを遊ばせる場所がないこと」「子どもが安全に通れる道路がないこと」「交通機

関や建物、道路について、ベビーカーでの移動に不自由なこと」が高くなっており、安

全な交通環境に対するニーズが高いことがうかがえます。 

さらに、近年の情報化の進展によるスマートフォンやインターネット等の普及等によ

り、子どもが事故や犯罪に巻き込まれる不安や危険性が身近に潜んでいます。川俣町で

は、地域の子どもたちの安全と安心を守るため、防犯活動や、地域による見守り活動等

を実施してきましたが、今後も子どもの安全確保の取り組みを進めていくとともに、子

どもや子育て家庭が、安全・安心かつ快適に生活できる持続可能なまちづくりを行って

いくことが求められます。 
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（２）男性の育児参加の推進 

男性の料理教室の実施 生涯学習課 

男性の料理教室を実施し、夫婦の固定的性別役割分担意識を変えるとともに、男女が協力して家

庭を築くことの重要性を学ぶ場を提供します。 

男女雇用機会均等法の遵守 企画財政課 

男女雇用機会均等法等の普及・啓発を図り、事業所に対し男女雇用機会均等法の遵守に努めると

ともに、男女雇用機会均等法等の制度の理解の促進を図ります。また、労働団体等との意見交換

なども検討します。 

男性も含めた子育て学習機会の充実 保健センター・生涯学習課 

屋内遊び場などを活用しながら、夫婦で参加する出産･育児に関する各種教室等を開催し、男性

の子育てに対する理解や協力意識を高めます。 

男女共同参画の意識啓発の推進 企画財政課 

子育てについて男女共同参画意識の啓発を促すため、第 2 次川俣町男女共同参画推進計画に基

づいて、町民や事業所に対してワーク・ライフ・バランスの啓発を図るとともに、幅広い年代層

に対する学習機会の提供や広報を充実します。 
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２ 安全で生活しやすい環境づくり 

安全性の高い道路や歩道整備を進めるとともに、バリアフリー等のユニバーサルデザイ

ンの考え方を取り入れた公共施設等の整備や、子育て家庭が暮らしやすい住環境の整備、

また、子どもが犯罪等の被害に遭わないような安全・安心に暮らせるまちづくりを進めま

す。 

 

（１）安全な道路交通環境の整備 

子育てに適した道路交通環境の整備 建設水道課 

交通事故多発地点やガードレールの未設置場所等、交通危険箇所について検討し、子どもの目線

に立った道路交通環境の整備を図ります。 

チャイルドシート着用の啓発 総務課 

4 歳未満の乳幼児の保護者に対して、チャイルドシートを貸し出す事業を実施し、着用の啓発を

図ります。 

 

（２）子どもを犯罪から守る安全なまちづくり 

安全教育の推進 こども教育課 

川俣町教育委員会情報発信ネットワークを活用し、交通ルール、マナーを指導する交通安全教室

や不審者、声かけ等の対策として防犯教室を開催することにより、子どもたちの安全教育を推進

します。また、新１年生全員に防犯ベルを携帯させ、事故防止に努めます。 

地域による防犯体制の整備 
保健福祉課 

こども教育課 

PTA や老人クラブ「絹の里見守り隊」等の協力による登下校時の見守りや、こども 110 番の

家の広報による啓発、防犯パトロールなどを実施し、地域による防犯体制を整備します。 
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第５節 支援が必要な子どもへの支援 

 

 

１ 困難を抱える子どもや家庭への支援 

障がいのある子どもに対する必要な相談支援や療育体制の充実、経済的負担の軽減を図

るとともに、関係各課が個々の家庭の状況に応じた支援計画を作成し、専門的対応を図り

ます。 

 

（１）障がい児の発達支援の拡充 

障がい児保育の充実 こども教育課 

障がいのある子どものために、集団保育が可能となるよう受け入れ体制を整えます。また、保育

士の研修会等を定期開催し、専門性を高めます。 

特別支援教育の充実 こども教育課 

障がいに応じた適正な教育環境を整備するため、小・中学校に子どもの障がいに応じた学級の配

置及び施設の充実を図ります。また、精神的・身体的な障がいのある児童・生徒に対して、介助

員を配置し、きめ細かな支援を進めます。さらに、特別支援コーディネーター連絡協議会を開催

し、障がいのある児童生徒の支援に努めます。 

障がい児地域療育等支援事業の推進 保健センター 

発達の遅れが目立つ児童または障がいのある児童を有する保護者に対して、各種相談・指導を実

施します。また、すこやか発達支援担当者連絡会を開催し、保育園・幼稚園等と情報交換を行う

とともに、通園施設及び保育園･幼稚園などの職員に対して、療育に関しての助言･技術指導を行

い、障がいのある児童とその家族の福祉向上を図ります。 

身体障がい児補装具給付事業 保健福祉課 

身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にできるよう、関係機関と連携して利用ニーズを把握

し、成長に合わせた必要な補装具の給付を行うとともに、制度の周知を図ります。 

 

◇現状・課題◇ 

近年子育てニーズの多様化により、子育てにおける悩みやいじめ等を含む子どもの友達関

係等の希薄さや、子どもの不登校等の反社会的・非社会的行動や、親などによる児童虐待の

問題など、子育て環境を取り巻く問題や保護者の不安が高まっています。 

また、近年、発達障がい等に関する理解と周知が進みつつある一方で、特に乳幼児期にお

いては、保護者が子どもの発達に関して不安を感じやすいため、きめ細かな相談支援が求め

られています。 

そのため、すべての子どもの健やかな育ちを確保するためには、関係各課及び関係機関の

連携を一層強化し、特別な配慮や支援を必要とする子どもを早期に発見し、一貫した支援を

行う仕組みづくりが必要となっています。 
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障がい福祉サービス事業（在宅障がい児） 保健福祉課 

重度の心身障がいのある子どもを持つ家庭に対し、障がい福祉サービスの提供を行います。サー

ビスの提供にあたっては、介助者への負担軽減と適切な介助指導を行うとともに、制度の周知を

図ります。 

身体障がい児日常生活用具給付事業 保健福祉課 

日常生活に必要な生活用具や住宅改修費等を給付（貸与）することにより、在宅の障がいのある

子どもが活動できる範囲を広げ、あるいは生活の質の向上を図り、障がいのある子どもの日常生

活の便宜を図るとともに、制度の周知に努めます。 

 

 

（２）支援が必要な子育て家庭の負担軽減の充実 

各種助成・手当 こども教育課 

ひとり親家庭医療費助成制度や児童扶養手当制度により、ひとり親家庭への福祉の増進を図りま

す。 

福島県養護教育センター県北地域相談室での相談業務 こども教育課 

心身障がいのある子ども、また、障がいがあると思われる子どもと保護者を対象に、障がいのあ

る状態に合わせた適正な就学や早期教育の実施、家庭や学校での指導、進路に関する相談の円滑

化を図ります。 
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２ 子どもの権利擁護・虐待防止 

子ども一人ひとりが幸福に、愛情に満ちた環境の中で成長する権利を守り育むため、川

俣町要保護児童対策協議会の充実を図ります。また、児童虐待の発生予防・早期発見・早

期対応を図るため、関係諸機関の協力体制の充実に努めるとともに、児童虐待等の被害を

受けた子どもへの支援を行います。 

 

（１）子どもの権利の擁護の推進 

子どもの人権に関する問題への対応（川俣町要保護児童対策協議会の充実） こども教育課 

いじめ、児童虐待などに対応するため、ケース会議等を実施するとともに、児童相談所、警察、

教育機関などの各種機関、児童委員、家庭との連携を強化し、虐待防止のためのネットワークづ

くりを推進します。 

 

 

（２）児童虐待防止対策の拡充 

乳幼児虐待予防事業 保健センター 

育児不安等による虐待ハイリスクのケースの把握を行い、悩み相談や指導、子育てお話会への参

加を勧奨し、虐待予防に努めるとともに、各種健診、すくすく育児相談、遊びの教室での保健指

導を通じて、育児不安の軽減に努めます。また、健診未受診者や予防接種未接種者にはなるべく

電話や訪問を行い、家庭状況の把握に努めます。 

児童相談所との連携強化 こども教育課 

児童相談所との連携を強化し、児童の健全育成のための相談指導体制を充実します。 
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第６章 計画の推進 

第１節 計画の推進体制 

本計画では、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援事業の量の見込み、提供体制の

確保の内容及びその時期などを定めました。計画の推進にあたっては、保育・教育事業に対

する町民のニーズに応えていくため、必要なサービス量の確保・拡大と多様化も含む質の向

上の実現をめざしていきます。 

このため、行政だけでなく、様々な分野での関わりが必要であり、家庭をはじめ、保育園、

幼稚園、学校、地域、その他関係機関・団体等との連携・協働により取り組んでいきます。 

 

 

第２節 計画の進行管理 

本計画を実効性のあるものとして推進するためには、計画に基づく施策の進捗状況ととも

に、計画全体の成果を検証することが重要です。 

このため、「川俣町子ども・子育て支援検討委員会」や、庁内組織である「政策調整会議」

において、その進捗状況を確認・評価していきます。 

また、施策の実施にあたっては、柔軟で総合的な取り組みが必要となることから、検証し

た結果に基づき、必要に応じ改善を図るため、施策の見直しを行い、計画を見直していきま

す。 
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資料編 

第１節 策定の経過 

年 月 日 会議・内容等 

平成 25年 12月６日 

～12月 24日 

○子育て支援に係る市民アンケート調査の実施 

・町内の就学前児童のいる世帯の保護者 348 人に対してアンケー

ト調査を実施（回収率 51.7％） 

平成 26年１月 16日 

○第１回川俣町子ども・子育て支援検討委員会 

・川俣町子ども・子育て支援検討委員会ついて 

・川俣町子ども子育て支援に係るアンケート調査の実施について 

平成 26年５月 20日 

○第２回川俣町子ども子育て支援検討委員会 

・川俣町子ども子育て支援に係るアンケート調査結果の概要につ

いて 

・教育・保育の量の見込みと確保方策について 

平成 26年９月 20日 

○第３回川俣町子ども子育て支援検討委員会 

・川俣町子ども・子育て支援事業計画（骨子案）について 

・条例（案）について 

平成 26年 12月 18日 
○第４回川俣町子ども子育て支援検討委員会 

・川俣町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

平成 27年１月 15日 

～1月 30日 
○パブリックコメントの実施 
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第２節 川俣町子ども・子育て支援検討委員会設置要綱 

(設置) 

第 1 条 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、こども・子育て支援の

ための事業を総合的かつ計画的に推進するため、川俣町子ども・子育て支援検討委員会(以下「委員

会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の

実施状況について調査審議すること。 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。この場合において、第 6 号に規定する者のう

ち 2 名以内については公募するものとする。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 事業主を代表する者 

(3) 労働者を代表する者 

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

2 委員は再任されることができる。 

(委員長等) 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が委員の中から指名する。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(意見の聴取) 

第 7 条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は、こども教育課において処理する。 

(補則) 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

1 この要綱は、平成 25 年 11 月 1 日から施行する。 

2 第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、第 1 回の委員会は、川俣町長が招集する。 

3 川俣町幼児保育検討委員会設置要綱(平成 20 年 8 月 1 日訓令第 14 号)は廃止する。 

http://www1.g-reiki.net/kawamata/reiki_honbun/c519RG00000917.html#e000000051
http://www1.g-reiki.net/kawamata/reiki_honbun/c519RG00000917.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/kawamata/reiki_honbun/c519RG00000917.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/kawamata/reiki_honbun/c519RG00000917.html#e000000083
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第３節 川俣町子ども・子育て支援検討委員会委員名簿 

（敬称略） 

番号 氏名 所属団体等名称 
委員選出区分 

（要綱第３条） 

１ 井 上  正 川俣町立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会会長 

子どもの保護者 ２ 齋 藤 岳 志 すみよし保育園保護者会副会長 

３ 齋 藤 佳菜恵 育児サークルはらぺこクラブ会員 

４ 菅 野 昭 則 川俣町商工会青年部常任委員 事業主代表 

５ 田 村  亮 川俣地区労働福祉協議会 労働者代表 

６ 菅 野 幸 子 
特定非営利活動法人 コミュニティちゃ

ばたけ理事長 子ども・子育て支

援に関する事業に

従事する者 ７ 齋 藤 悦 子 
川俣町社会福祉協議会 すみよし保育園 

園長 

８ 戸 田 文 士 学識経験者 

子育て支援に関し

学識経験がある者

等 

９ 本 田  環 
福島大学 うつくしまふくしま未来支援

センター 特任教授 

10 伊 東 久 男 川俣町民生児童委員協議会主任児童員 

11 齋 藤 文 子 公募委員 
その他町長が必要

と認めるもの 
12 佐 藤 あけみ 公募委員 
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第４節 本計画における人口推計の考え方について 

本計画における人口推計は、平成 25 年度に実施した川俣町地域福祉計画策定のための人

口・世帯推計調査の結果を用いています。 

推計にあたっては、平成 21 年（2009 年）から平成 25 年（2013年）の住民基本台帳

登録人口をもとに、「コーホート要因法」により総人口・年齢別人口の推計値を算出しました。 

◇コーホート要因法の考え方 

※ 「コーホート」とは、同じ年（期間）に産まれた人々の集団を指します。 

そして、「コーホート要因法」とは、各コーホートについて、人口変動の要因となる「自然増減」

（出生と死亡）、「純移動」（転入と転出）、年齢構造、生残率（ある年齢の人が翌年存命である

確率）を推計の過程で考慮して将来人口を推計する方法です。 

手法としては、１歳階級ごとに平成Ｘ年と平成Ｘ＋１年の人口実績の差に生残率（今回は平成

22 年に厚生労働省が発表した生命表における値を使用）を乗じることで、各年齢での平成Ｘ年か

ら平成Ｘ＋１年にかけての「純移動率」が算出されます。ここで算出された純移動率と生残率を足

したものが「変化率」です。この変化率を人口実績に乗じて将来人口の推計を行います。 

今回の推計における純移動率は、平成 21年から平成 25年の各年の純移動率の平均値を採用しま

した。 

 

～例～ 

平成 22年時点でＹ歳人口がα人、翌年平成 23年時点でＹ＋１歳人口がβ人いたとして… 

平成 22年～平成 23年のＹ歳の純移動率＝（β―α×●歳の生存率）／α 

（平成 22年時点でＹ歳の人口が平成 23年にかけて、死亡による減少を除いてどれくらい増加したか） 

 

また、各年齢について毎年純移動率を算出し、平成 21年から平成 25年までの４年分の純移動率

の平均値に生残率を足した値を今回の推計の変化率としました。 

●歳の変化率＝各年の●歳の純移動率の平均値＋●歳の生存率 

 

これをもとにした各年齢の人口推計のイメージは次の表のとおりです。 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 … 

… 

    

33歳     

34歳 400 人    

35歳  420 人   

36歳   441 人  

…     

 

400 人×変化率 

420 人×変化率 
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第５節 用語集 

あ行 

１号認定 

満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の認定を受けた就学前の子ども。 

 

か行 

家庭的保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が５人以下で、家庭的保育者の居宅ま

たはその他の場所で、家庭的保育者による保育を行う事業。地域型保育事業のひとつ。 

教育・保育施設 

認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園、学校教育法第１条に規定する幼稚

園及び児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所をいう。 

居宅訪問型保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅におい

て家庭的保育者による保育を行う事業。地域型保育事業のひとつ。 

 

さ行 

３号認定 

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども（保育を必要とする子ども）。 

事業所内保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、事業所の従業員の子

どものほか、地域の保育を必要とする子どもの保育を行う事業。地域型保育事業のひとつ。 

施設型給付 

認定こども園・幼稚園・保育所（教育・保育施設）を通じた共通の給付。 

小規模保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人以上19人以下で保育を行う事業。

地域型保育事業のひとつ。 
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た行 

地域型保育給付 

地域型保育事業への給付。 

地域型保育事業 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う事業の総称。 

地域子育て支援拠点 

就学前の子どもとその保護者が遊び、交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報

の提供などを行う子育て支援の拠点。「子育てサロン」、「地域子育て支援センター」等が該

当し、市町村やその助成を受けた社会福祉法人等が設置している。 

地域子育て支援センター 

子育て支援のための地域の総合的拠点。子育て相談や関連機関の紹介、子育てサークルの

活動支援などを行う。 

 

な行 

２号認定 

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）。 

認定こども園 

保護者が働いているかどうかに関わらず、小学校就学前の子どもに教育・保育を一体的に

提供する機能と、地域における子育て支援として相談活動や親子の集いの場の提供などを

行う機能を併せ持つ施設。 

 

は行 

バリアフリー 

公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障がいのある人等の利用にも配慮

した設計のこと。車イスで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消、手すり、点字

の案内板など。 

ファミリー・サポート・センター 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する

連絡、調整を行う事業。 
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放課後子ども教室 

放課後や週末に子どもたちの居場所をつくるため、校庭や教室を開放し、地域住民の協力

によってスポーツや文化活動ができるようにする文部科学省主導の取り組み。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、文化、身体の状況など様々な個性や違いを超えて、誰もが利用しやすいよう

に、まちや建物、製品、環境、サービスづくりを行っていこうとする考え方。 

 

わ行 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と私生活をバランスよく両立させること。 
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